
「越谷市災害時要援護者避難支援制度」のご案内

越谷市災害時要援護者避難支援制度は、高齢者や障がい者など、災害時に自らの力で避難することが困難で支

援を必要とする方（災害時要援護者）を地域での助け合いにより支援する制度です。 

７５歳以上の一人暮らしの方、７５歳以上の高齢者のみの世帯の方、要介護認定区分３以上の方、身体障害者手

帳１・２級の交付を受けている方などで、災害時に避難支援が必要な方の登録申請を受け付けます。 

【登録に関する問い合わせ・申請先】 

地域包括ケア推進課  ℡ ９６３－９１６３（直通） 

障害福祉課        ℡ ９６３－９１６４（直通） 

子育て支援課      ℡ ９６３－９１７２（直通） 

先手必勝！今から膝痛の予防をしませんか？

市内実施医療機関で実施中です 

【期 間】 令和３年１月３１日（日）まで 

【費 用】 令和２年１２月３１日（木）まで無料（県の補助事業のため）

予約をしてお早めにお受けください。※詳しくは、こしがや保健ガイド・ホームページをご覧ください。

【問合せ】 市民健康課（越谷市保健センター） ℡ ９６０－１１００

【制度に関する問い合わせ先】  

危機管理課      ℡ ９６３－９２８５（直通） 

【日 時】11月 18日（水） 午後１時３０分～午後３時００分 

【会 場】保健センター    【対 象】市民の方 ２０名  【持ち物】マスク 

【申込み】市民健康課へ電話または市ホームページより電子申請 

【問合せ】市民健康課（越谷市保健センター） ℡ 960-1100 

【日 時】1２月 1日（火） 午後２時～午後３時３０分  【会 場】出羽地区センター  

【対 象】市内在住で、医師による運動制限がない方 ２０名 

【内 容】理学療法士による膝痛についての講話と家で簡単にできる体操を学びます。 

【持ち物】運動できる服装、水分補給用飲み物、バスタオル、筆記用具、マスク 

【申込み】１１月１０日（火）から市ホームページより電子申請 

【問合せ】市民健康課（越谷市保健センター） ℡ 960-1100 

◆ 貸館業務について 館内入口には、消毒液を設置しているほか、施設貸出しの際には利用者の皆様に使用した

部屋の消毒・清掃にご協力いただきます。（利用者する方：来館前には、ご自宅での検温。入館時には、手洗い・手指

の消毒、マスク着用にご協力ください。また、部屋を利用する際は、密閉、密集、密接を避けるなど感染予防にご協

力をお願いいたします。） 

◆ 共有スペースの利用について 共有スペースにつきましては、コロナウイルス感染症の感染者が出た場合に感

染経路が追えないことなどから引き続き利用を休止しています。ご理解とご協力をお願いいたします。 

◆ 通常の窓口業務時間     ＜平日・土日＞午前８時３０分から午後５時１５分まで（祝日を除く） 

◆ 証明書発行業務の取扱日時 ＜ 平 日  ＞午前８時３０分から午後５時１５分まで 

＜月の第１日曜日＞１１月１日（日）午前９時から午後４時まで（次月は１２月６日）

◆ ペットボトルキャップ回収についてのお願い 
コロナウイルス感染症等の衛生面から、キャップはよく洗浄をし、乾燥させてから回収箱に 
入れるようご協力お願いいたします。※持ってきたビニール袋から出して入れてください。 

お詫び パレット通信１０月号に掲載した認知症サポーター養成講座の記事において誤りが 
ありました。 【誤】午後９時から 【正】午前９時から 謹んでお詫び申し上げます。 
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